
令和７年度 二戸市総合計画推進委員会

日時：令和７年 11 月 11 日（火）

午前９時 30 分～

場所：二戸市役所１階会議室

次 第

１ 開 会

２ 委員紹介

３ あいさつ

４ 委員長及び副委員長の選出

５ 議 事

（１）第２次二戸市総合計画の期間延長について

（２）その他

６ 閉 会

【配付資料】

・第２次二戸市総合計画等の概要 ・・・・・・・・・・・・ 資料１

・第２次二戸市総合計画 新旧対照表 ・・・・・・・・・・ 資料２
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議事（１）第２次二戸市総合計画の期間延長について

１ 第２次二戸市総合計画について

（１）二戸市総合計画の概要

総合計画は、市のあらゆる施策の指針となり、将来を見据えたまちづくりの方向

性を示す最上位計画。現行の第２次二戸市総合計画は、平成 28 年度を開始年度とし

て策定されたもので、次のように構成されている。

（２）総合計画の取り扱い

地方分権改革の中で、平成 23 年に基本構想の法的な策定義務が廃止され、策定及

び議会の議決を経るかどうかは市の自主的な判断に委ねられることとなった。

二戸市では、「二戸市議会の議決すべき事件を定める条例（平成 27年制定）」によ

り、基本構想及び基本計画を議会の議決を経て定めることを規定している。

２ 延長の趣旨

第２次二戸市総合計画は、令和７年度末で計画期間が終了となるが、令和８年１月に

市長選挙を控えており、新たな計画の始期が次期市長の任期開始（１月 26 日）のわずか

２カ月後となる。このため、次期市長の方針を反映させた総合計画を策定する期間を考

慮し、現行の総合計画を１年間延長するものとする。

また、総合計画と連動する位置付けにある「第２期二戸市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」及び「第２期二戸市国土強靭化地域計画」についても同様に、１年間延長するもの

とする。

【基本構想（10 年間）】 基本理念、まちづくりの方向性、政策を定めたもの

【基本計画（５年間）】 基本構想を実現するため、政策ごとに施策の方向を

定めたもの

【アクションプラン（５年間）】 基本計画に掲げる施策を進めるための施策や事業の

工程表と目標指標を示したもの

【実施計画（５年間）】 基本計画やアクションプランで示した施策の方向

に従い、具体的な事業の内容を明らかにしたもの
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【総合計画期間と市長任期との関係】

３ 延長に伴う現行計画の変更方針について

今回の計画期間延長は、次期市長の方針と次期総合計画の方向性を合わせるための

１年限りの暫定的な措置であるため、変更は最小限にとどめる。

（１）計画の最終年度を「令和７年度」から「令和８年度」へ変更

（２）計画最終年度を令和８年度とすることに伴い、目標年次の数値を令和８年度に

おける数値へ変更（令和８年度の目標指標を追加）

４ 延長にかかるスケジュール

議事（２）その他

時 期 内 容

令和７年 10 月
・現行計画期間延長の確認（政策決定）

・後期基本計画の目標値見直し検討

令和７年 11 月 ・総合計画推進委員会において延長に係る意見聴取

令和７年 12 月 ・議会へ現行計画期間延長について提案

令和８年 １月 ・市長選挙、新市長就任

年度 R4 R5 R6 R8 R9

市⾧任期

１年

延⾧

次期計画

基本構想

１年

延⾧

前期基本

計画

　R8.1市⾧選挙

R3 R7

～第２次総合計画基本構想
H28～R7（10年間）

次期総合計画

基本構想

後期基本計画
R3～R7（５年間）

前期基本計画

～第２次総合計画基本構想
H28～R7（10年間）

後期基本計画
R3～R7（５年間）

現 状

変更後

４年 ４年4年
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○二戸市総合計画推進委員会設置要綱

平成 23年３月 30 日告示第 14号

（設置）

第１条 二戸市総合計画（以下「計画」という。）の適正かつ効率的な推進を図るため、二戸市総

合計画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、次の事項について協議する。

(１) 計画の進捗状況及び改善についての助言に関すること。

(２) その他計画推進のため必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、委員 18人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(１) 識見を有する者

(２) 関係団体の役職員

(３) その他必要と認められる者

（任期）

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 委員長は、委員会の議長となる。

３ 委員会は、委員長が必要と認める者を出席させて説明又は意見を求めることができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、総務部総合政策課において処理する。

附 則

この告示は、平成 23 年４月１日から施行する。

附 則（平成 28 年３月 31 日告示第 31 号）

この告示は、平成 28 年４月１日から施行する。

附 則（平成 31 年３月 26 日告示第 15 号）

この告示は、平成 31 年４月１日から施行する。

附 則（令和６年３月 29 日告示第 41号）

この告示は、令和６年４月１日から施行する。



第２次二戸市総合計画 基本構想:平成28年度～令和７年度　

(R3～7年度)
基本目標 １．安心して働くことができるまち
　　　　 ２．新しい人の流れができるまち
　　　　 ３．結婚や出産、子育ての願いがかなうまち
　　　　 ４．人が集い、安心して暮らせる魅力のあふれるまち

将来展望 
１．2045（平成57）年に、人口2万人
２．人口構造の若返り

大規模自然災害が発生しても「次代へ紡ぐふるさとづくり」が停滞することのない、
『強さ』と『しなやかさ』を備えた安心・安全なまちをつくる（R3～7年度）

「人が をひらくまち  」
みんなの夢（30年後の未来像）

みんなの目標

し
ま
す
！
　

へ

ぐ
づ
く
り

ひと・市民力(人づくり）
民間力（企業、団体、
NPOなど）

インフラ整備
行政資源

（市民参画）

政策を支える
土台・原動力

人口減少に立ち向かう２つの視点

総合計画　４本の柱

しごと・産業
・交流

子ども・若者
・女性

暮らし・安心
・健康

アクションプラン・実施計画（１年ごとに見直し） アクションプラン・実施計画（１年ごとに見直し）

資料１



e-sugawara
四角形

e-sugawara
四角形
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二戸市総合計画基本構想 新旧対照表

項目 変更前 変更後

表紙 平成 28年度～平成 37年度 平成 28年度～令和８年度

基本構想表紙 平成 28年度～37年度 平成 28年度～令和８年度

みんなの目標 （略）

人口減少を正面から捉え、先人から受け継いだ伝統や産業を

活かしながら、ここに暮らす私たちが、様々な可能性を未来へ

向けて紡ぎ、新たなふるさとづくりを模索しながら挑戦する、

それが私たちの役割であり、この想いに共感していただき、と

もに計画を進めるために、１０年間の「みんなの目標」を掲げ

ます。

（略）

人口減少を正面から捉え、先人から受け継いだ伝統や産業を

活かしながら、ここに暮らす私たちが、様々な可能性を未来へ

向けて紡ぎ、新たなふるさとづくりを模索しながら挑戦する、

それが私たちの役割であり、この想いに共感していただき、と

もに計画を進めるために、１１年間の「みんなの目標」を掲げ

ます。

資料２
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二戸市総合計画後期基本計画 新旧対照表

項目 変更前 変更後

表紙 令和３年度～令和７年度 令和３年度～令和８年度

後期基本計画表紙 令和３年度～７年度 令和３年度～８年度

政策１ しごと・産

業・交流

（略）

後期５年間の方向性

（略）

目標指標

（略）

後期６年間の方向性

（略）

目標指標

政策２ 子ども・若

者・女性

（略）

後期５年間の方向性

（略）

目標指標

（略）

後期６年間の方向性

（略）

目標指標
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項目 変更前 変更後

政策３ 暮らし・安

心・健康

（略）

後期５年間の方向性

（略）

目標指標

（略）

後期６年間の方向性

（略）

目標指標

政策を支える土台・原

動力

地域力・行政力・共創

（略）

後期５年間の方向性

（略）

目標指標

（略）

後期６年間の方向性

（略）

目標指標


